
R6 交流－5 号 令和６年度農泊地域の周遊ビジネスモデル構築支援業務 

企画提案募集要領 

 

第１ 募集事項 

１ 案件名 

R6交流－5号 令和６年度農泊地域の周遊ビジネスモデル構築支援業務 

 

２ 事業の目的 

宮城県では、農泊に取り組む地域が２６地域あり、全国２位の地域数となっているものの、そ

の活動をなりわいとして継続的な事業に取り組めている地域は多くない。 

本業務は、農泊をなりわいとして持続することができるよう、農泊地域間の広域連携モデル地

区を設定し、広域連携の強化を促進するための交流会や各地域のコンテンツを売り出すための商

談会の開催を通した重点的な支援を行うことで、持続可能な農泊ビジネスの仕組みづくりを図る

もの。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和７年２月２８日まで 

 

４ 業務内容 

別紙「R6交流-5号令和６年度農泊地域の周遊ビジネスモデル構築支援業務仕様書」のとおり 

 

第２ 応募資格等 

１ 本業務に応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者でないこ

と。 

（２）地方自治法施行令１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者で

ないこと。 

（３）県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）に掲げる資格

制限の要件に該当する者でないこと。 

（４）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置

要件に該当しないこと。 

（５）事業活動範囲が宮城県全域をカバーすること。 

（６）県内に常設拠点を１か所以上設けていること。 

（７）事業実施に当たり必要な人員体制が整っていること又は人員体制を整えることが確実と見込

まれること。 

（８）県税の未納がない者であること。 

（９）個人情報等の取扱いに関する情報セキュリティー管理体制を構築している者であること。 

（10）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更正手続き開始の申立てがなされていな



い者（同法に基づく更正手続き開始始の決定を受けた者を除く。）であること。 

（11）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされていな

い者（同法に基づく再生計画認可の決定を受けた者を除く。）であること。 

（12）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続き開始の申立てがなされていない者（同

法に基づく破産手続き開始の決定を受けた者を除く。）であること。 

（13）政治団体（政治資金規正法（昭和 23 年法律 194 号）第３条の規定によるもの）でないこ

と。 

（14）宗教団体（宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第２条の規定によるもの）でないこと。 

２ 企画提案は、複数業者による共同提案も可能とするが、次に掲げる要件をすべて満たすこと。 

（１）共同提案者の全事業者が本要領第２の１に記載する要件を満たすこと。 

（２）発注者は、共同提案者のうち代表者とのみ契約を行うため、代表者はその他の共同提案者と

委託契約を締結の上、業務を行うこと。 

（３）本業務の進行管理及びとりまとめ等は、代表者の責任において行うこと。 

 

第３ スケジュール 

内容 期日 

企画提案募集開始 令和６年６月１２日（水） 

応募に関する質問の受付期限 令和６年６月２１日（金）正午 

応募表明書の提出期限 令和６年７月 ５日（金）正午 

企画提案書の提出期限 令和６年７月１１日（木）正午 

予備審査（書類審査、応募多数の場合） 令和６年７月中旬 

選定委員会の開催 令和６年７月下旬 

選定結果の通知及び公表 令和６年７月下旬 

契約締結及び業務開始 令和６月８月上旬 

 

第４ 応募手続 

１ 応募表明書の提出 

受託を希望する者は、指定様式（別紙様式１）（１部）により、令和６年７月５日（金）正午

までに下記５の提出先へ提出すること（郵送も可とするが、期限まで必着）。 

 

２ 応募に関する質問の提出 

応募に関する質問を次のとおり受け付ける。ただし、企画提案書の具体的な記載内容及び審査

基準についての質問は、公平性の確保及び公正な選考の観点から一切回答しない。 

（１）受付期限 

令和６年６月２１日（金）正午 

（２）提出方法 

イ 指定様式（別紙様式２）により、下記５の提出先へ電子メールで提出すること。 



ロ 電話や口頭、受付期間以外の質問は一切受け付けない。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は、県農山漁村なりわい課ホームページに掲載する。 

 

３ 企画提案の内容及び提出 

（１）提出書類（全てＡ４版で印刷すること） 

イ 企画提案書（任意様式） 

ロ 再委託事業計画（別紙様式３）（※業務の一部を第三者に再委託する場合） 

ハ 会社等の概要 

ニ 登記事項証明書（全部事項証明書） 

ホ 直近の決算報告書 

へ 県税に係る納税証明書※（全ての県税に未納がないこと）（募集開始日以降の日付のもの） 

ト 過去に類似事業の実績があれば、これに関する資料 

チ その他参考となる資料 

※宮城県外に本社があり宮城県内に支店等を有する場合は、本社所在地を管轄する税務署が発

行する消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可）と、宮城県の納税証明書（写し可）を

提出すること。 

（２）企画提案書に記載する事項 

No. 記載事項 記載内容 

１ 企画提案概要 企画提案内容をまとめ、概要版として 1 ページで示すこと。 

２ 広域連携モデル地

区における交流会

の開催 

交流会の開催時期、開催地域、情報交換会の活動内容を具体的に

示すこと。 

交流会で行う活動の成果として期待される効果を具体的に示す

こと。 

３ 商談会の開催 商談会の開催時期、会場、開催方法、運営体制、参集する旅行会

社等を具体的に示すこと。 

商談会の成果として期待される効果を具体的に示すこと。 

４ アンケートの実施 ２及び３のアンケートの様式及び項目を具体的に示すこと。 

５ 独自提案 予算の範囲内で事業効果を高める独自提案を示すこと 

６ スケジュール 想定される業務全体のスケジュールを示すこと。 

７ 組織体制 提案者及び連携する業者等、業務遂行のための組織体制とその役

割を示すこと。 

８ 類似業務実績 官民問わず、過去 3 年間に実施した、本業務と類似した実績を複

数示すこと。 

９ 見積額 本業務の見積額及びその明細を示すこと。 

（３）提出期限 

令和６年７月１１日（木）正午 

（４）提出方法 



下記５の提出先へ持参又は郵送とする。持参の場合は平日の午前９時から午後５時まで、郵

送の場合は期限まで必着とする。ただし、提出書類のうち、企画提案書については、電子メー

ルも併せて提出すること。 

（５）提出部数 

正本１部、写し７部とする。 

（６）その他 

応募は１者１提案とする。 

 

４ 提出された資料の取扱い等 

（１）企画提案に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等は、返却しない。 

（３）提出された書類は、原則として、提出後の差し替え、変更及び取り消しは認めない。 

（４）提出された企画提案書等に関する著作権等については、当該企画提案者に帰属する。ただし、

選定委員会の審査に必要な範囲において、提出書類の複製することがある。 

（５）企画提案書等は、審査以外には無断で使用しない。 

（６）企画提案書に虚偽の記載をした場合は、企画提案書を無効とする。 

（７）企画提案書等が選定され、当該業務について宮城県との委託契約が成立した後は、提出した

企画提案書等に関する著作権等は宮城県に帰属する。 

 

５ 提出先 

〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県庁行政庁舎１０階 

宮城県農政部農山漁村なりわい課 交流推進班 

電話番号：０２２－２１１－２８６６ 

電子メール：nariwai-ko@pref.miyagi.lg.jp 

 

第５ 業務委託候補者の選定 

１ 業務委託候補者の選定方法 

県が設置する選定委員会において、プレゼンテーションの手法により各応募者に説明を求めた

上で、２の審査項目に沿って審査し、全委員の合計点が６割以上の応募者の中から、最も優れて

いると判断された応募者を業務委託候補者として選定する。 

応募者が１者の場合も審査を行い、全委員の合計点が６割以上でかつ業務を適切に実施できる

と判断される場合は、業務委託候補者として選定する。 

なお、業務を適切に実施できないと判断される場合、又は応募者が１者も無い場合は、再度、

業務委託候補者を募集する。 

選定委員会は次のとおり開催を予定しており、詳細が決定次第改めて連絡する。 

イ 実施日  令和６年７月中旬 

ロ 実施会場 宮城県行政庁舎内又は周辺会議室 

ハ 出席者  ３人以内 



ニ 持ち時間 説明１５分、質疑応答１０分 ※提案者数等により変更する場合がある。 

ホ 説明方法  

・ 事前に提出された企画提案書等の書類に基づき、事業内容を説明すること（追加資料の

使用、配布は認めない）。 

・ モニターの使用を希望する場合は、企画提案書等を提出する際に申し出ること。なお、

この場合、パソコンは説明を行う者が用意すること。 

・ 対面でのプレゼンテーションを予定しているが、Web会議又は書面での審査とする場合

がある。 

 

２ 審査項目及び配点（満点：１００点） 

No. 審査項目 審査の視点 配点 

１ 広域連携モデル地区に

おける交流会の開催 

・体験会及び情報交換会の内容は、業務の目的を

達成するための効果的なものとなっているか。 

３５ 

２ 商談会の開催 ・商談会の内容は、業務の目的を達成するための

効果的なものとなっているか。 

３５ 

３ アンケートの実施 ・１及び２のアンケートの様式及び項目が、参加

者の意見を的確に捉えることができる内容と

なっているか 

１０ 

４ 独自提案 ・事業効果を高める提案内容となっているか １０ 

５ スケジュール・ 

実施体制・実績 

・スケジュールに無理がないか 

・事業遂行に適当な実施体制か 

・業務を履行するに十分な実績があるか 

１０ 

 

３ 選定結果の通知及び公表 

選定結果については、後日、応募者全てに対し文書で通知するとともに、本業務の見積決定後

に県政情報公開センターにて、応募者の名称や評価点等を公表する。公表に当たっては、選定さ

れた業務委託候補者以外は、個別の評価点が特定できないように配慮する。なお、選定結果に関

する質問には応じない。 

 

第６ 事業費（委託上限額） 

２，１１５，３００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※ただし、上限額での契約を保証するものではない。 

 

第７ 失格事由等 

１ 次のいずれかに該当する場合は、応募者を失格とする。 

（１）本要領第２の応募資格に違反した場合 

（２）提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意が不明で

ある場合。 



（３）本要領等の規定に従っていない場合。 

（４）同一の応募者が２つ以上の企画提案書を提出した場合。 

（５）企画提案書等提出後、物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程に基づく資格制

限を受けた場合。 

（６）企画提案書等提出後、宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行。）別

表各号に該当すると認められたとき。 

（７）企画提案に関する手続きの公正な執行を妨げた又は不正の利用を得るために連合した団体等

が提出した場合。 

（８）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、第９４

条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合。 

（９）第５に示すプレゼンテーションに参加しなかった場合。 

（10）やむを得ない場合を除き、企画提案どおりの内容で実施可能な提案でなかった（虚偽の記載

をした）場合。 

２ その他 

（１）企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに取下願（別紙様式４）を提出すること。 

（２）取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。 

 

第８ その他必要な事項 

１ 業者選定後の取扱い 

本企画提案書等に係る契約については、次により行う。 

（１）受託者の決定 

第５により選定した業務委託候補者を優先交渉者とし、地方自治法施行令第１６７条の２第

１項第２号の規程に基づく随意契約を行うため、優先交渉者と別途見積合わせを実施し、契約

金額を確定した後に委託契約を締結する。ただし、特別な理由により委託候補者と契約締結が

できない場合は、他の提案者のうち順位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的

に交渉が成立した提案者を受託者とする。 

（２）契約書の作成 

県と受託者が協議した上で契約書を作成する。 

（３）支払条件 

委託金の支払い方法は、原則として業務完了後の一括払いとするが、受注者は、委託業務の

遂行に必要なときは、委託金の１０分の３以内の前払金を発注者に請求することができる。 

（４）その他契約書に関する事項 

イ 仕様書について 

県は、業務の委託に際して、別紙「R6交流－5号 令和６年度農泊地域の周遊ビジネスモ

デル構築支援業務仕様書」に記載している事項を基本とするが、選定された企画提案の内容

を基に加除修正し、最終的な業務仕様書として提示することできるものとする。 

ロ 契約保証金の扱い 

契約金額の１００分の１０以上とするが、免除する場合がある。 



 

２ その他 

（１）提出書類等の作成及び企画提案において、使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、

日本の標準時及び計量法（平成４年度法律第５１号）に限る。 

（２）提出書類の情報開示 

提出された書類等は、行政文書となるため、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）

による開示請求があった場合、個人情報や企業情報などの非公開部分を除き、開示する場合が

ある。 

（３）県は、本プロポーザルに関する公表及びその他必要と県が認めるときは、提案書を無償で使

用することができるものとする。 


